
令和７年　月　日

後期実施計画の改訂について

　地域公共交通における「担い手」や「移動の足」の不足が全国的な社会課題と
なっており、本市においても、バスの運行本数やタクシーの稼働台数の減少が、
特に夜間において顕著となっています。
　このため、第４次三浦市総合計画（2017年版）三浦みらい創生プランの基本計
画において目標とした「安心で安全な生活環境づくり（すべての市民が安全に安
心して外出できる環境の整備）」を推進するため、「交通ネットワークの整備推
進」を17番目の重点施策として追加しました。



※　直近の数値：48.6%（令和元年）

○

1

1

※市業務統計

令和７年
度の数値
目標

市民アンケートで三浦市を「住みよい」と回答した人の割合：
57.2%（令和６年度）

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

　　　　　　　　とともに、地域と地域を連携する

高齢者や障害者をはじめ乳幼児連れの父母や妊婦などすべての市民が安全に安心して外出で
きるよう公共交通機関や道路等の環境の整備に努めます。

- - - - 1,650

（１）基本的方向

（２）具体的な施策

　バス運行本数やタクシー稼働台数が減少する夜間（19時～25時）において、安心して移動
できる手段を確保するため、道路運送法第78条第２号に基づき三浦市を実施主体とした神奈
川版ライドシェア「かなライド＠みうら」の運行を行います。
　事業者協力型自家用有償旅客運送制度を活用し、タクシー事業者に運行管理を委託するこ
とで、タクシー事業者のノウハウによる安全管理を行い、持続可能な運行事業を目指しま
す。

（３）ＫＰＩ（重要業績評価指標）

重点施策17 交通ネットワークの整備推進

ライドシェアの利用数 ※ 件 - - -

実績値
KPI 単位 H29 H30 R1

目標数値
R3 R4 R5 R6 R7
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（４）ＫＰＩ達成に向けて取り組む事業（実施計画事業）

年度 計画期間内の目標 事業費(千円)

R3

経営管理

部 政策部

課 政策課

事業
内容

　バス運行本数やタクシー稼働台数が減少する夜間（19時～25時）において、安心して移
動できる手段を確保するため、道路運送法第78条第２号に基づき三浦市を実施主体とした
神奈川版ライドシェア「かなライド＠みうら」の運行を行います。
　事業者協力型自家用有償旅客運送制度を活用し、タクシー事業者に運行管理を委託する
ことで、タクシー事業者のノウハウによる安全管理を行い、持続可能な運行事業を目指し
ます。

神奈川版ライドシェア運行事業
会
計

一
般

担
当

部門

R6

R7 ライドシェア車両の延べ稼働台数：852台 7,211

R4

R5

合      計 7,211
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現状値

基本目標４ 9 がん検診事業

健康診査事業（一般）

特定健康診査等事業

健康診査事業（国保）

中学生に対するピロリ菌対策事業

10 地域介護予防活動支援事業

介護予防普及啓発事業

交通ネッ
トワーク
の整備推
進

　バス運行本数やタクシー稼働台数が減少する
夜間（19時～25時）において、安心して移動でき
る手段を確保するため、道路運送法第78条第２
号に基づき三浦市を実施主体とした神奈川版ラ
イドシェア「かなライド＠みうら」の運行を行いま
す。
　事業者協力型自家用有償旅客運送制度を活
用し、タクシー事業者に運行管理を委託するこ
とで、タクシー事業者のノウハウによる安全管
理を行い、持続可能な運行事業を目指します。

ライドシェアの利
用数

神奈川版ライドシェア運行事業

R1 R3 R4 R5 R6 R7

- - - - - 1,650 件

第Ⅱ章　実施計画の体系図(抜粋)

基本目標 （数値目標） 重点施策 基本的方向 具体的な施策
ＫＰＩ（※）

※重要業績評
価指標

目標数値 単
位

事業名

時代に合った地域
をつくり、安心な暮
らしを守るととも
に、地域と地域を
連携する

市民の健
康や体力
の増進策

特定健診受診
率
特定保健指導
実施率

特定健診：
24.9
特定保健
指導：30.3

　生きがいを持って
生涯を過ごすことが
できるよう、市民の
健康力が高まる環
境づくりなどを通し
て、要介護者の増
加を抑制します。
　また、市有財産の
老朽化対策や空き
家の対策など、人
口減少社会に合っ
た住みよい地域づく
りを行います。

特定健診：
30.0
特定保健
指導：36.0

がん検診重点取
組年代別におけ
る検診受診率

子宮がん
(20-29歳)：
9.1
大腸がん
(40-49歳)：
2.2
大腸がん
(50-59歳)：
3.8
乳がん(40-
49歳)：7.7
肺がん(50-
59歳)：3.4
肺がん(60-
69歳)：8.9
胃がんリス
ク(40-49歳
初回受診
者)：1.9

子宮がん
(20-29歳)：
10.1
大腸がん
(40-49歳)：
2.3
大腸がん
(50-59歳)：
3.9
乳がん(40-
49歳)：7.8
肺がん(50-
59歳)：3.5
肺がん(60-
69歳)：9.0
胃がんリス
ク(40-49歳
初回受診
者)：2.0

子宮がん
(20-29歳)：
10.2
大腸がん
(40-49歳)：
3.3
大腸がん
(50-59歳)：
4.9
乳がん(40-
49歳)：7.9
肺がん(50-
59歳)：3.6
肺がん(60-
69歳)：9.1
胃がんリス
ク(40-49歳
初回受診
者)：2.1

子宮がん
(20-29歳)：
10.3
大腸がん
(40-49歳)：
3.4
大腸がん
(50-59歳)：
5.0
乳がん(40-
49歳)：8.9
肺がん(50-
59歳)：3.7
肺がん(60-
69歳)：9.2
胃がんリス
ク(40-49歳
初回受診
者)：2.2

子宮がん
(20-29歳)：
10.4
大腸がん
(40-49歳)：
3.5
大腸がん
(50-59歳)：
5.1
乳がん(40-
49歳)：9.0
肺がん(50-
59歳)：4.7
肺がん(60-
69歳)：10.2
胃がんリス
ク(40-49歳
初回受診
者)：2.3

子宮がん
(20-29歳)：
10.5
大腸がん
(40-49歳)：
3.6
大腸がん
(50-59歳)：
5.2
乳がん(40-
49歳)：9.1
肺がん(50-
59歳)：4.8
肺がん(60-
69歳)：10.3
胃がんリス
ク(40-49歳
初回受診
者)：2.8

％

市立病院におけ
る人間ドック、脳
ドック受診者数
（三浦市民）

人間ドック：
907
脳ドック：
331

人間ドック：
729
脳ドック：
287

人間ドック：
736
脳ドック：
309

人間ドック：
741
脳ドック：
329

人間ドック：
744
脳ドック：
348

人間ドック：
745
脳ドック：
366

人

市民アンケートで
三浦市を「住みよ
い」と回答した人
の割合：57.2%（令
和６年度）

病気の予防、早期発見機会の充足及び健
康寿命の延伸のため、各種健診（検診）受
診率等を向上させます。

　がん検診事業、健康診査事業、特定健康診査
等事業などによる病気の予防・健康増進策によ
り市民の健康力を増進します。

81.5 81.0 80.5

110,625 ㎡

特定健診：
32.5
特定保健
指導：38.0

特定健診：
35.0
特定保健
指導：40.0

特定健診：
37.5
特定保健
指導：42.0

特定健診：
40.0
特定保健
指導：44.0

％

公共施設等総合管理計画推進事業

市有財産
の適切な
管理運営

11 市有財産について管理コストと貸付料等収
入とのバランスがとれた適切で効率的な管
理・運用を実践します。

　市有財産の適切な管理運営を図るため、公共
施設等総合管理計画で示した「公共施設等の
総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方
針」や「施設類型ごとの管理に関する基本的な
方針」に関する進捗状況及び本計画推進のた
めのアクションプランとして策定する個別施設計
画について、フォローアップを目的とした評価を
実施します。

普通会計施設
保有総量

114,151 - - - -

80.0 79.5 78.5 ％介護予防
と見守り 高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画策定事業

高齢者が在宅のまま安心して生活を営める
環境を整備するとともに、適切な介護認定
と介護予防の普及・啓発及び在宅介護サー
ビスの充実等により施設入所を必要とする
要介護者の増加を抑制します。

　元気な高齢者を増やすため、気軽に集い介護
予防に取り組むことができる元気アップ教室や
ふれあいサロン事業の充実、介護予防の普及
啓発などを行います。

要介護等の状
態でない元気な
高齢者率

空き家対
策

4 4 4 4 件

空き家対策事務事業12 市内に所在する空き家について、空家等対
策の推進に関する特別措置法を踏まえ、対
策を行います。

　適切に管理されていない空家等が防災、衛
生、景観等の市民の生活環境に影響を及ぼし
ていることから、空家等の対策及び活用を図り
ます。

適切に管理され
ていない空家等
の対前年度末
比減少数

8 4

17 　高齢者や障害者をはじめ乳幼児連れの
父母や妊婦などすべての市民が安全に安
心して外出できるよう公共交通機関や道路
等の環境の整備に努めます。
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